
　
議
会
の
ム
ダ
使
い
を
正
す
こ
と

は
、
共
産
党
の
公
約
で
す
。
二
期

目
の
議
員
が
行
け
る
海
外
視
察
制

度
（
国
内
分
、
支
度
金
含
め
て
一

人
七
〇
万
円
以
上
）
の
廃
止
、
一

日
議
会
に
出
れ
ば
五
千
円
の
日
当

が
も
ら
え
る
費
用
弁
償
の
廃
止
に

続
き
、
焦
点
の
政
務
調
査
費
（
年

額
一
人
七
二
万
円
）
に
つ
い
て
も

大
幅
に
改
革
さ
れ
る
方
向
と
な
り

ま
し
た
。

　
政
務
調
査
費
で
、
私
物
の
パ
ソ
コ
ン
や

肥
料
を
購
入
、
観
光
ま
が
い
の
視
察
、
政

党
セ
ミ
ナ
ー
参
加
、
後
援
会
事
務
所
へ
の

支
出
・
・
・
こ
れ
ら
は
税
金
か
ら
の
支
出

に
値
し
な
い
と
言
っ
て
、
共
産
党
以
外
の

す
べ
て
の
会
派
の
政
務
調
査
費
に
つ
い

て
、
監
査
請
求
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
結
果

は
七
〇
万
円
余
を
不
適
切
な
支
出
と
認

定
、
さ
ら
に
住
民
訴
訟
へ
と
発
展
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
動
き
の
中
で
、
議
会
の

中
で
も
、
政
務
調
査
費
の
減
額
、
使
途
基

準
を
明
確
に
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
り
が
す

す
ん
で
い
ま
す
。

●
政
務
調
査
費
の
会
計
帳
簿
、
領
収
書
の
写
し
、
視
察
報
告
書
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
な
ど
で
公
開
す
る
。

●
事
務
所
費
、
事
務
所
の
人
件
費
に
は
支
出
し
な
い
。

●
政
党
が
主
催
す
る
大
会
へ
の
参
加
費
や
宣
伝
活
動
・
選
挙
活
　

　
動
、
旅
行
保
険
料
、
飲
食
を
主
目
的
と
し
た
会
議
費
、
名
刺
　

　
代
、
慶
弔
・
餞
別
な
ど
の
交
際
費
に
は
支
出
し
な
い
。

●
政
務
調
査
費
以
外
の
経
費
と
の
区
別
が
難
し
い
、
ガ
ソ
リ
ン
代

　
や
携
帯
電
話
代
へ
は
支
出
し
な
い
。

●
政
務
調
査
費
の
額
に
つ
い
て
も
削
減
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
内
容
が
一
月
中
に
も
合
意
さ
れ
、
四
月
か
ら
実
施
に

移
さ
れ
る
見
込
み
で
す
。

政務調査費改革の方向
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全
会
派
に
対
し
て
、

不
適
正
支
出
の
返
還
訴
訟
へ

共
産
党
を
除
く


